
○甲賀市民設民営児童クラブ運営等事業費補助金交付要綱 

平成３０年３月３０日 

告示第１４号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、市内で放課後児童健全育成事業（児童福祉法（昭和２２年法

律第１６４号。以下「法」という。）第６条の３第２項の放課後児童健全育成事

業をいう。以下「事業」という。）を実施する者に対し、予算の範囲内で甲賀市

民設民営児童クラブ運営等事業費補助金（以下「補助金」という。）を交付する

ものとし、その交付に関しては、甲賀市補助金等交付規則（平成１６年甲賀市規

則第３４号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（補助対象事業） 

第２条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号のいずれにも該当するものと

する。 

（１） 市長が事業の実施を必要と認める地域において、継続的かつ安定的に事

業を実施するものであること。 

（２） 甲賀市児童クラブ条例（平成１８年甲賀市条例第４８号）（以下「条例」

という。）、甲賀市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例（平成２６年甲賀市条例第２３号）及び甲賀市児童クラブ条例施行規

則（平成１８年甲賀市規則第５９号）の規定その他市の定める児童クラブの運

営基準に関する規定に準じて事業を実施するものであること。 

（３） 専ら事業の用に供する施設において事業を実施するものであること。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者は、法人格を有し、法第３４条の８第２項に

規定する放課後児童健全育成事業の届出を行っており、かつ、民設民営児童クラ

ブの開設事業者として市長が適当と認める者とする。 

（補助金の額） 

第４条 補助金の額は、別表第１に定める補助区分ごとに算定した運営基本額、運

営加算額及び弾力的運営加算並びに開設準備費の合算額又は民設民営児童クラブ

の運営に係る経費から徴収した保育料等を差し引いた額のいずれか低い額とする。 

２ 障がい児受入支援員等配置加算は、別表第２に定める障がい区分ごとに算定し



た額とする。 

３ 利用料減免・減収相当額加算は、条例第１０条に規定する使用料を基準とし、

別表第３に定める減免・減収区分ごとに算定した額とする。 

（交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、市長が

別に定める日までに、民設民営児童クラブ運営等事業費補助金交付申請書（様式

第１号）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

（１） 事業者の役員名簿（様式第２号） 

（２） 運営概況調書（様式第３号） 

（３） 施設現況調書（様式第４号） 

（４） 事業計画書（様式第５号） 

（５） 収支予算書（様式第６号） 

（６） 事業に従事する支援員等の名簿（様式第７号） 

（７） 施設の賃貸借契約書等の写し（賃借費加算を請求する場合に限る。） 

（８） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（交付決定） 

第６条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助

金を交付することを決定したときは民設民営児童クラブ運営等事業費補助金交付

決定通知書（様式第８号）により、補助金を交付しないことを決定したときは民

設民営児童クラブ運営等事業費補助金交付不承認通知書（様式第９号）により、

申請者に通知する。 

２ 市長は、補助金の交付を決定するに当たり、必要な条件を付することができる。 

（実施状況報告） 

第７条 補助金の交付の決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、月ご

との事業の実施状況を、当該月の翌月１０日までに、実施状況報告書（様式第１

０号）に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。 

（１） 事業に従事する支援員等の変更名簿（様式第１１号） 

（２） 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（事業の変更） 

第８条 交付決定者は、補助金の交付申請の内容に変更が生じた場合は、民設民営



児童クラブ運営等事業費補助金変更交付申請書（様式第１２号）に必要な書類を

添付し、市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金額

を変更することを決定したときは民設民営児童クラブ運営等事業費補助金変更交

付決定通知書（様式第１３号）により、申請を行った者に通知する。 

（実績報告） 

第９条 交付決定者は、事業が終了したときは、民設民営児童クラブ運営等事業費

補助金実績報告書（様式第１４号）に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなけ

ればならない。 

（１） 年間実績状況報告書（様式第１５号） 

（２） 事業報告書（様式第１６号） 

（３） 収支決算書（様式第１７号） 

（４） 事業に従事した支援員等の名簿（様式第１８号） 

（５） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定及び交付） 

第１０条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容

を審査のうえ、補助金の額を確定し、民設民営児童クラブ運営等事業費補助金額

確定通知書（様式第１９号）により交付決定者に通知する。 

２ 市長は、前項の通知を受けた者から民設民営児童クラブ運営等事業費補助金交

付請求書（様式第２０号）により補助金の交付請求があったときは、補助金を交

付するものとする。 

（補助金の概算払） 

第１１条 市長は、前条の規定にかかわらず、実施する事業を達成するために特に

必要があると認めるときは、補助金の交付決定額の一部について概算払すること

ができるものとする。 

（補助事業の中止又は廃止） 

第１２条 交付決定者は、補助金の交付の決定に係る事業（以下「補助事業」とい

う。）の中止又は廃止をしようとするときは、民設民営児童クラブ運営等事業費

補助金中止（廃止）申請書（様式第２１号）により、あらかじめ市長の承認を受

けなければならない。 



（交付決定の取消し） 

第１３条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、

補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１） 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

（２） 補助金を他の用途に使用したとき。 

（３） 補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの告示の規

定に違反したとき。 

（４） 前条の規定により、補助事業を中止し、又は廃止したとき。 

（５） 前各号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めるとき。 

２ 前項の規定は、第１０条の規定により補助金の額が確定した後においても適用

する。 

（補助金の返還） 

第１４条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合

は、補助金の返還を命ずるものとする。 

（１） 前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合

において、当該取消しに係る部分について既に補助金の交付が行われていると

き。 

（２） 第１０条の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額

を超える補助金の交付が行われているとき。 

（３） 第１２条の規定により補助事業の中止又は廃止した場合において、既に

補助金の交付が行われているとき。 

（補助金の経理） 

第１５条 交付決定者は、事業の収支を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、

市長の求めに応じて提出できるようにしなければならない。 

２ 交付決定者は、前項の帳簿及び証拠書類を、補助金の交付に係る年度の終了の

日から５年間保存しなければならない。 

（立入検査等） 

第１６条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認め

るときは、交付決定者に対し報告させ、又は関係職員に帳簿、証拠書類その他の

物件を検査させることができる。 



（その他） 

第１７条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長

が別に定める。 

付 則 

この告示は、平成３０年４月１日から施行する。 

付 則（令和３年告示第９０号） 

この告示は、告示の日から施行する。 

付 則（令和４年告示第１号） 

この告示は、告示の日から施行し、令和３年４月１日から適用する。 

付 則（令和５年告示第９号） 

この告示は、告示の日から施行し、令和４年１０月１日から適用する。 

  付 則 

この告示は、告示の日から施行し、改正後の甲賀市民設民営児童クラブ運営等事

業費補助金交付要綱の規定は、令和８年４月１日から適用する。 

別表第１（第４条関係） 

 補助区分 補助金額等 

運営

基本

額 

１支援単位当たり児童数１９人以下 子ども・子育て支援交付金交付要綱（以

下「国交付要綱」という。）別紙放課後

児童健全育成事業の項における補助基

準額に定める範囲の額。 

ただし、当該年度の予算額を上限とす

る。 

１支援単位当たり児童数２０人以上

３５人以下 

１支援単位当たり児童数３６人以上

４４人以下 

運営

加算

額 

開所日数加算 

（年間開所日数が２５０日を超えて

開所した場合） 

長時間開所加算（平日分） 

（１日６時間を超え、かつ、午後６

時を越えて開設した場合） 

長時間開所加算（長期休暇等分） 

（１日８時間を超えて開設した場



合） 

小規模放課後児童クラブ支援加算 

（１支援単位当たり児童数１９人以

下） 

児童クラブ送迎支援加算 

（児童の送迎に伴う経費） 

放課後児童クラブ環境整備加算 

賃借料加算 

（国交付要綱別紙放課後児童健全育

成事業の項の賃借料補助の要件に該

当する場合に限る。） 

障がい児受入加算 

（１支援単位で障がい児を１名以上

受入れした場合） 

障がい児受入強化加算 

（１支援単位で障がい児を３名以上

受入れした場合） 

医療的ケア児受入強化加算 

（医療的ケア児の受入れに必要な看

護師等を配置した場合） 

放課後児童クラブ育成支援体制強化

加算 

（運営事務等を行う職員を配置した

場合） 

放課後児童クラブ第三者評価受審推

進加算 

（第三者機関による事業評価を受け

る場合） 

放課後児童支援員キャリアアップ処



遇改善加算 

（経験年数による賃金改善を行う場

合） 

放課後児童支援員等処遇改善加算 

（月額９，０００円相当の賃金改善

を行う場合） 

弾力

的運

営加

算 

障がい児受入支援員等配置加算 別表第２のとおり 

国交付要綱別表放課後児童健全育成事

業の項における補助基準額に定める加

算額以外に市長が必要と認める場合 

利用料減免・減収相当額加算 別表第３のとおり 

賃借料加算 

（国交付要綱別紙放課後児童健全育

成事業の項の賃借料補助の要件に該

当しない場合であって、市長が必要

と認めるときに限る。） 

賃借料の１０分の１０に相当する額と

し、９９万８，０００円を上限とする。

放課後児童クラブ通所安全対策加算 安全対策に係る経費の１０分の１０に

相当する額とし、６０万円を上限とす

る。 

開設

準備

費 

放課後児童クラブ設置促進加算 

（放課後児童クラブ開設に係る準備

費用） 

国交付要綱別紙放課後児童健全育成事

業の項における補助基準額に定める範

囲の額。 

ただし、当該年度の予算額を交付上限額

とする。 

備考 

１ 「運営基本額」、「運営加算額」及び「弾力的運営加算」の児童数は、年

間月平均児童数とします。 

２ 事業実施月数（１月に満たない端数が生じたときは、これを１月とする。）

が１２月に満たない場合には、算定された金額に「事業実施月数÷１２」乗

じた額（千円未満切り捨て）とする。 



 

別表第２（第４条関係） 

障がい区分 補助金額等 

重度、療育手帳A１若しくはA２又は身体

障害者手帳１級 

児童１人当たり、支援員等１人加算 

１人加算 ８５，０００円／月 

中軽度、療育手帳B１若しくはB２若しく

は身体障害者手帳２級若しくは３級又は

市長が必要と認めた支援が必要な児童 

児童３人当たり、支援員等１人加算 

１人加算 ８５，０００円／月 

別表第３（第４条関係） 

減免・減収区分 補助金額等 

減免（要保護） 要保護児童の利用料の全額 

減免（準要保護） 準要保護児童の利用料の１／２ 

減収 休所期間中の利用料の全額 

 


